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京都市スマート申請（オンライン申請）の利用について

令和８年度京都市すまいの事業者選定支援制度 登録申込

インターネットから
簡単手続き！

オンラインでお申込みいただくと、
申込書の提出は不要です！
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京都市スマート申請（オンライン申請）の利用について

■ ご留意ください

・オンライン入力の前に登録要件等について、

必ずご確認ください。

・２つ以上の区分で名簿登録申込される場合、

それぞれ毎の手続きが必要です。

・必要な入力事項について、事前に準備いただ

くと、よりスムーズに入力できます。

・必要な入力事項については、「名簿登録申込

書（第１号様式）」を参照ください。

京都市情報館ホームページ

「京都市すまいの事業者選定支

援制度」登録事業者の募集案内

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/
page/0000303469.html
のリンクからお入りください。

ＨＰの二次元コード

※令和８年２月２日から
フォームへのリンクを設置します。

...

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/
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安すまパートナー登録申込ページ

○注意事項をご確認ください。

○申込に進むにあたり、
①新規登録またはログインして申請
または

②アカウント登録せずにメールで申請
を選択してください。

※アカウント登録しない場合は、「一時保存」
や「申請履歴」の確認ができません。

※今後も電子申請を活用予定なので、
ぜひご登録ください。

推奨①

②
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①‐１ Grafferアカウントを利用する場合

○新たにアカウント登録される方は、
「新規アカウント登録」を選択してください。
※登録方法は、①－２へ

○既にアカウントお持ちの方は、
登録しているアカウントを選択してください。
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①‐２ Grafferアカウントを利用する場合
（アカウントをお持ちでない場合）

○外部サービスのアカウントを利用されない
場合は、情報を入力（氏名、メールアドレス、
パスワード）」して登録してください。

○外部サービス（google、LINE）の
アカウントを使用して登録される場合は、
こちらからご登録ください。
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② Grafferアカウントを利用しない場合
（アカウント登録せずにメールで申請）

○メールアドレスを入力し、確認メー
ルを送信してください。

○「noreply@mail.graffer.jp」か
ら届いたメールのURLにアクセスし、
メールアドレスの確認を完了させて
ください。

mailto:noreply@mail.graffer.jp
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登録が終わったら

フォーム内容に沿って、

必要事項を入力ください。

※「講習会等」についても記入ください。

※ 必要な入力事項は、「名簿登録申込書

（第１号様式）」と同様です。事前に準備

いただくと、よりスムーズに入力できます。

⇒入力が必要な資格情報等は

８ページ参照

※ ２つ以上の区分で名簿登録申込される場合、

それぞれ毎の手続きが必要です。

アカウント登録をしている場合は、
「一時保存」機能が使えます。
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【不動産事業者】
□宅地建物取引業免許
（以下の資格がある方が所属している場合）
□地域の空き家相談員
□京町家相談員
□既存住宅状況調査技術者
□公認 不動産コンサルティングマスター

【建築士事務所】
□建築士事務所登録
（以下の資格がある方が所属している場合）
□木造住宅耐震診断士
□現地調査診断士
□構造診断士
□京町家相談員
□既存住宅状況調査技術者

【工務店】
□建設業許可
（以下の資格がある方が所属している場合）
□木造住宅耐震診断士
□現地調査診断士
□構造診断士
□京町家相談員

【瓦・板金事業者】
（以下の資格がある方が所属している場合）
□木造住宅耐震診断士
□現地調査診断士
□構造診断士
□京町家相談員
□一級かわらぶき技能士
□一級建築板金技能士

（参考）登録時に入力が必要な資格情報等の一覧


